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協働の社会教育

宮崎隆志

1.問題の所在

教育の組織化にあたっては，経済や政治など教脊以外の様々な領域からの要請が作用する。グロー

パリぞーションの展開によって特徴づけられる現代社会においては，そうした社会状況に対応しう

る「人間カJの形成が日本の社会・経済・政治の共通の課題であるとされ，その課題を達成するた

めの教育改事が進行している。生涯学務政策もこうした逮関の中で展開されていることは言うまで

もない。

ここで問題になるのは，教育に対する経済的・政治的要請があることそのものではない。一般に，

当該社会の諸課題と切り再生して教育の組織化を行うことは考えられないからである。にもかかわわ

らず，今日の教育改革において看過できないのは，それが教育を教育たらしめていた本質的な諸規

定を変質させる可能性を持つことにある。

その問題に接近する前提として，教育の改革・再定義を求める現代社会の論理を確認しておく必

要がある。教育改革の社会的背景として列挙される技術・生産カの急激な発展，毘際fむなどの現象

が意味している本質的問態は次のようなものである九

1)社会編成の主体としての資本の私的性格と社会的性格の矛盾

現代は多国籍企業の展開が示すように，資本の技会牲が極限にまで展開すると問符に，世界的な

競争における排他l'生が示すように，その私的性格が顕在化し，この両者の矛盾が日常意識にのぼっ

た時代である。社会編成の主体としての資本自身のiE当性が関われていると換言してもよい。

2)市民社会と闘家の関係変化

戦後日本における資本の高蓄積は，社会資本投資を媒介にした国家介入なしにはありえなかった

が，そうした国家の正統性は，企業内福祉を恥心とした日本型の福校国家体制によって抜保されて

いた。しかし，資本の多留籍化を契機とした日本裂福祉国家の変容に伴って，従来裂の正統性は維

持し得ず，市民社会と国家を統一する代替的な論理の擁立が追られている。

すなわち資本と臨家の支配への新たな同意を調達することが，現代的な課題となっているのであ

るが，その待に期待される新たな市民像が消費者市民であり，そのような市民と企業市民とのパー

トナーシップによって，資本はその社会的資任を果たし得るとされる 2)。国家の正統性も，かかる

パートナーシップ論を前提に，消費者市民の自立を支援することによって承認されることになる。
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自立性と主体性を持ち，かつ企業や国家の抱える矛盾をともに解決していく市民の形成が今日の教

育改革の主義本的な課題である。

さしあたり生渡学習論に限定すると，消費者市民主義に基づけば f生涯学習サービスJは浪費財

として理解されることになる。競争社会で生き残るための自己責任が自明視され，公共的な課題は

自己資任性に裏打ちされた社会システムを構築する条件整備に限定される。確かに，自立した市民

および公民の形成という限りでは，今日の生涯学習稔もこれまでの教育の論理との連続性を持つが，

以下に見るように消費者市民としての「自立Jは，社会に参加し創造する主体の自立を直接的に保

障するものではない。

第一に，消費者市民は教育サーピスを選択・購入する主体であっても，教育を創造する主体では

ない。例えば生涯学習政策では，偲入のキャ 1)ア形成が主義祝されているが，それは労働力蕗品市場

に参加するためのものであり，参加手段を購入する消費者として，住民は教育に対する批判・要望

を表明するに過ぎない。以下に述べるように，労働する主体と教育を創造する主体は不可分の関連

にあるとすると，消費者市民論は教育への参加と自治に，住民が労働する主体として接近すること

を闘避する論理と誘える。そこでは住民が労働する主体として，労働と教育の関連を吟味しつつ教

育内容の編成にかかわることは想定されていない。

第二に，消費者市民と企業市民をパートナーとして同列に置くことは，人々の意，忠行為から疎遠

になり自立的に展潟する社会的カとその法的地位を，諸個人および人権と底別しないことを意味す

る。それは諸個人を人隠から疎遠になった物象の世界において承認する(商品所有者としての消費

者市民)ことによってのみ可能である。民主主義の変質の危機をここに見るべきでありへ端的には

人権としての教育の理解が，会業市民(=法人)にも妥当する市民的自由に閉じられる。そこでは

教育の公共性が極めて波定的に理解されることになるであろう。

第三に，地域は消費者市民を前提とした公共圏域として再編されるが，そこでは「企業市民jが

サービス供給者として主要な位置を占めることになる。そうなれば，民間事業者に依拠したサービ

ス供給システムの管理は問題となっても，住民自身が教育を創造し，組織するという意味での自治

は後景に退く。社会教育に却して言えば，いわゆる f市町村主義Jに基づ‘〈教育の住民自治は，市

場として適正規模を有する基礎自治体における経営・管理過程への参加に変質するであろう。

この3点は，少なくとも日本の生涯学習政策は，戦後の社会教育実践が模索してきた社会教育の

本質の解釈変更を試みていることを意味している。生涯学習，さらには教育が社会において有する

位置と意義を改めて関わねばならない理由がここにある。

したがって，現代社会における教育(以下では社会教育・生涯学習に限定)の組織化を検討する

場合には，これら 3点についての批判とそれを踏まえた代替案の提示が必要である。本稿では，こ

れまで父公表した拙稿に基づいて，そのグラウンドデザインを描くとともに，そこから公民館を中

心とした日本の社会教育実践の到達点と課題を明らかにすることを課題とする。以下では第一に，
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社会教育を念頭に置きながら，教育本質論の次元において社会における教育の位震と役割，教育の

成立条件について検討し，第ニに，そこから得られる新たな組織化涼理としての協同性の発展論の

論潔構造について検討する。第三に，以上を踏まえて，公民館を中心とした地域社会教育実践の意

義を検討する。最後に第四として，協同性の発展に毒基づいて組織される社会教育が有する公共'性に

ついて検討する。

2.社会教育の本饗と協間性

教育は実現すべき価値を備えた意罰的な行為であり，また，あるべき社会を構成する個人を形成

する行為として，規範性を必然的に伴う。社会教育の場合もそれは変わらない。教育の科学性は，

その規範性を存:tEの世界にどのよ 7に内在化させるかをめぐって関われてきたと言ってもよい叫。

客観主義に撤退することなし教育の能動性を主張しうる論理が間われたのであるが，宮原誠ーの

「再分肢論jはその代表的な回答の試みであろう。宮原は，社会の諸必要を f主体化・人開化する

呂的意識的な手続きJとの教育の定義において，その手続きが f主観的オプティミズムjにも，形

成と教育を問一祝する客観主義にも墜することなく f主体化Jを保輝する論理を，自然と社会の法

刻性を認識し意識的に働きかける営み，つまり労働・生康に求めた。笹原は，そこに客観的必然性

と主観的能動性の統ーを見る。そのような主体(科学的生産人)の形成を目的とすることによって，

教育の科学性とヒューマニズムが保証されるという構想、であった。

しかしここに示されるように，宮原は労働の肯定的側面しか見ていない。論理として提示される

労働論は，機能主義的・技術主義的なものであり，それに対応して主体像も労働・生産を媒介に社

会と予定調和的に統一されるものであった。肯定的機関が転倒的にしか実現しない現実5)の前で，生

産主義教育論が資本の要請に対する批判の論穫となりえなかったのもこの点と関速している。

このような限界は，教育の本質規定としてみれば，教育の内在矛盾の理解の欠如，及び教育主体

を不可欠の契機とする教育実践過程の論源的位蜜づけの弱きとして現れる。勝回守ーは前者に関し

て，教育は俄人の自由を実現すると同時に個人を統制するという矛盾を有することを指摘し，後者

については他の校会的機能と区別される教育の臨有の性格を明らかにするためには，教育が傭人に

働きかける問有の松，つまり人格と能力の発達論を踏まえた学務論と教育論が確立されねばならな

いことを指摘した。これらの指摘を踏まえれば，教育は社会の諸必要を主体化する目的意識的な営

みであると同時に，他人を社会的に統制する政治的な営みであり，その矛震を実践過程に内在させ

ながらも，教育実践としての図有の論理に基づいてその解決を図る行為であると雪える。

このような理解が，論理としての宮原教育本質論に欠落していたと言えるのであるが，他方，こ

の問題に対する勝罰の回答も議題を残すものであった。勝因は，以上のような矛腐の中で，経験を

統一する主体としての学習者の形成に教育の目標を設定し，そのような学習者の主体性を引き出す
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ことを条件にして教育が成立することを指摘した。この指摘を徹底するならば，教育とは学習主体

が自己の経験，すなわち形成過程を対象化することによって自己を二重化し，かつ実践によって統

ーする過程(=学習)を指導することであり，教育が教育として成立するのは学習主体の二重化と

統一の合理性に依拠していることになる。そうすると，問題はその合理性がいかに規定されている

かという点にある。勝田はこの点を明示しなかった。統ーのための能力形成が学習者の主体形成の

要点であることは事実としても，その能力形成の内容と道筋は，プラス・マイナスの作用を有する

形成過程の矛盾と切り離して理解することはできない。この点に鍛みれば，学習主体の二重量化と統

一の合理性は，学習主体の抱える矛盾そのものによって規定されており，教育の成立可能性もその

点に規定されているというべきであろう。

このように，宮原・勝目の教育本質論に共通する限界は，宮原のいう形成過程そのものを矛盾を

含む過程として把握し，かっその矛盾の中に教育目的を見出すという論理が徹底されていない点に

あったと替える。この課題を引き続き検討したのが五十嵐顕であったへ

五十嵐の提起の要点とその意義は次のようなものである。第一に，宮原、を継示して形成作用を規

定する基本要腐として労働を理解したうえで，労働の民主主義的組織化は，労働に起思する社会環

境を改革することによって社会の人間形成カをコントロールすることにつながるが放に，労働の主

体の形成と教育の主体の形成は不可分の関係にあることを指檎した点である。この点は，宮原では

理論的には媛味であった教育主体の形成問題，すなわち形成を目的意識的に統制する主体としての

教育主体そのものはどのように形成されるのかという問題に対する回答である。第二に，形成作用

は階級的性格を有するとの指摘である。これは形成作用そのものが矛盾を含んだ過稜であることを

指摘するものであるが，この提起を徹底すれば，労働さ三体の側の目的意識性(主観的能動性)は，

かかる矛盾を解決しようとするものである怒り，その矛盾によって客観的に規定されているとの理

解が得られる。

これらの提起を手掛かりにすれば，次のような暫定的結論を導くことができる。形成の矛盾を対

象化する学習は，形成作用の主要因としての労働の矛盾を対象化することを本質的契機とするが，

それは労働主体としての自己意識(対象の中に自己を見出す=白巳を狭し出す対象)を凝立するこ

とに他ならない。そのような対象と自己との二重化を統一するための援助・指導が教育であり，そ

のような教脊の主体の形成は労働の主体の形成と不可分で、ある。

しかし，労働の主体の形成と教育の主体の形成は同義で、はない。教育主体の形成は，勝田が指摘

したように教育題有の相，あるいは二重化した自己を統一するための国有の援助内容・方法が自覚

されることを条件としていた。日本の社会教育に却すると，その条件の成熟過程は第ーに住民運動

との関連に即して，第二にそれとの関連において公民館実践に即して探求されてきた。

前者の接近は藤岡貞彦によって代表される。藤岡は共同生活手段の再建運動としての住民運動に

おいては，再建要求の科学伎と権利性が関われ，その両者を獲得するための学習による住民自身の
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自己形成が必然的に伴うとし，その上で共同生活手段の本質的契機としての教育についても，地域

教育運動として同様の過程が展開すると指摘する。そこでは教育要求が公共化される過程で，教育

の本質を潤う学習が教師とともに組織され，父母・住民の教育主体としての自己形成が見られると

いう。この二つの運動は，住民運動が住民の自己形成の課題を自覚し，そのための教育的リーダー

シップの形成の保障を民衆大学として求めるに歪り統合される。すなわち住民運動そのものが地域

教育運動へと発展することによって，地域における形成カを目的意識的に統制し，地域の教育カへ

と転換させることが展望できる。この転換を遂行するのは教育主体に他ならないが，その点に着目

すれば藤照の教育主体形成論は，住民運動による地域(環境)の形成作用の対象化と再構成(課題

設定)，さらにはその過程における学習実践の意義の自覚を必要条件としながらも，十分条件は狭義

の地域教育運動において問い返され明らかになった教育の本質理解が普遍fちすることに求められて

し、る。

これに対し，後者の接近を代表する島問修ーは，戦後の公民館笑践は教育主体の形成を自覚的に

追求してきたとし，学習者自身による学級・講座の学習内容編成の経験や公民館づくり運動の経験

の意義を指摘する。それは，生活実践の一部としての学習活動を自覚的に把握し，主体的・計画的

な学習実践として編成する絞殺であり，それを通して学習を創造するカ議が形成されるという。島

聞によれば，社会教育笑践はそのような意義を有する学習実践を組織する笑践である。「学ぶカJを

形成するという教育的価値の自覚が社会教育実践の成立条件であり，学習主体の教育主体への転化

もその自覚によっている。学習主体が教育主体に転化する際の十分条件を地域教育運動(及び地域

民衆大学)に求めた藤隠に対し，島罰は公民館という教育機関における社会教育笑践に求めたと言

える。行事型公民館からの離脱を模索していた公民館，とりわけ公民館主事の問での社会教育の本

質への問い返しとそれに基づく社会教育実践としての公民館笑践の展開，就中，職員の働きかけと

いう契機の重視をここに見ても良い7)。

但し，この両者の指摘を，地域教育運動における教締や公民館実践における公民館主導主の教育労

働の専門性に教育主体形成の課題を還元していると理解するなら，それは一面では正しく一面では

誤りである。郎ち，教育的価値の自覚の上に立つ教育実践がなければ，学習主体の教育主体への転

化は見通せないという意味(自然発生性の否定)では正しいが，他方，その教育的価伎を教育労働

の担い手に閉じて採求しようとするなら，再び規範性を外在fじすることになる。藤凋・島泊の提起

では，学潔実践を組織する学習者の主体性の形成が教育主体形成の必要条件になっていたが，それ

には教育労働の担い手が自らの実践論理を批判的に再構成する場合の前提条件という意味も含まれ

ていると解するべきであろう。藤間の場合であれば，住民運動の中での学資主体の形成論理を踏ま

えて，それに内在した働きかけを教側が行える時に教育主体の形成が可能になるとすると，教師の

扱う社会教育労働の内容は地域住民の学習実践の論理に規定され，かっ呼応しうるものであったこ

とになる。公民館主事の場合でも，これは同様でbあろう。
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そのように考えれば，第一に，住民運動の過程に内夜し指導性を発揮しうる教育労働の論理とは

侭かをさらに明確にする必要があり，第二に，そのためにも住民運動の展開過程における学習内容

と学習過程，学習主体形成の論理~鳴らかにする必要がある。

3.協向性の発農論理

まず，学習主体の形成論濃から線認しておこう。以上の検討によると，学習主体は，それまでの

自己形成を対象化し自覚的に自己を形成する経験をとおして形成されるのであるが，その場合の焦

点は，矛盾を含んだa己，したがって形成作用の矛盾がどのように対象化されるのかという点にあ

る。

その検討の前提は.r (自己)形成の矛盾jについての理解である。ここでは結論的に述べておこ
れわれわれの生活は社会イちされた生産・労働によって再生産されているが，その社会的な生産・

労働過程を組織するのは私的な資本である。そして，その下で労働者は事実的な社会関係8)を取り結

び，社会的な能力を形成し発揮しているが，それはあくまでも資本との私人間の契約に基づいてな

される以上，公認の社会関係は鴎品交換関係である。こうして労働者の主観は，社会的な視点と私

的視点に分裂し矛盾するが，その矛盾を私的所有者(商品所有者)の棺互承認の枠内で解決するこ

とを試みて公共的介入が展開されることになる。労働者は事実として社会的な主体としての諸能力

を形成し，社会的な意識も形成しているが，その自己了解は商品所有者としての私的な自立性に即

してなされ，またその自己了解に基づいて資本による社会編成の正当性を承認する。社会と個人の

ニ元的分裂が労働者の自己形成の基本的な特質と雪える。

このような矛盾が対象化される論理が問題であるが，社会教育論が着目してきた住民運動に郎す

るとへその論理は以下のような過程を有するものとして理解可能である 10)。

まず，住民運動に代表される社会運動の展開論理を確認しておこう日)。

1)私書喜・私権の侵害

資本による社会化(それを補完する厨家による社会化も含めて)は，その内在的な昔話j約によって

貧困化をもたらし，私的所有者の自立性を侵答することは避けられない12)。

そのような事態に直濁した私的所有者は，資本の正当化論理(市民的自耐)を根拠にした異議申

し立てを行うことになる。その論理は資本が妥当させている。また私的所有者はすでに，資本の下

ではあれ社会関係を自覚的に編成し得る力量を形成している。そのうえ，資本の社会性の強まりは，

権利侵害問題や被答を社会的な広がりをもって発生させることになり，当事者にも問題の広がり(普

通性)は自覚されるようになる。
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2) r共通の敏Jへの対抗運動:association 
こうして自覚的な異議申し立てを行う私的所有者は，容鋭的に形成された問題の社会性に対応、し

た社会的な運動を組織することになる。いわば「共通の敵jへの対抗運動が開始されるのであるが，

ここでの新たな社会関係は自立的な私的所有者からなる協問associationである。

3)共通の箆標設定とその実現のための社会約意怠

異議申し立てを現笑的な規制カ・抵抗力にするためには，何らかの組織的行動が不可欠で、ある。

この場面では，まず第一に，当事者たちが共有する問題の確定とその本質の分析，共通の尽的と具

体的な実践課題の確認，課題達成のための社会的意思の形成(計題化)がなされ，そのもとで労働

力の自覚的・計画的支出がなされる。ここに，最初の協同労働 1: cooperation 1が組織される。

4)運動(協同労働)の成果の評備

運動は私設を集図的に擁護するために始まったものであるから，私的所有者としての自立性は運

動内部でも前提にされている。平等性についても，私的所有者どうしの対等性が根拠となるため，

運動過程でのコスト負担(金銭的なもののみならず，労働時間，役割分担等も含む)についても，

機械的な平等主義(均等な分担)が採用されがちである。

これは運動の成果に隠する評価にも当てはまる。実際には協同労働によって成来が得られたにも

かかわらず，私的所有者としての自己規定が強い場合には，成果の帰属は正当性原理としての私的

所有に対応して決定される。ここでは協働は私益・私権を擁護するための手段でしかなしその尽

的が達成された場合には，協同そのものが使命を終える可銘性もある。

5 )協同労働II(第二循環): cooperation II 

しかし事実としては，自覚的に形成された社会的意思によって組織された集団的労働が限前に存

在し，その協働によってのみ生まれた鼠宥の成果もまた確認可能で、ある。類比的に述べれば，協働

によって生じた「剰余jが存夜するのであり，その利益は倒々の私的所有者には遼元不可能である。

そのことは，運動の第ニ微環の終わり，すなわち協働の成果に基づいてさらなる協働が組織され，

その成果が産出されたときに明示的になる。労働に碁づく取得の原理は，労働が私的で戸ある場合に

は領々の私的所有者への還元を正当化するが，第二徽環が終わった段階では，私的所有に起因する

労働ではない以上，そのような還元は不可能で、ある。

6)共同(所有): community 

協働そのものによって産出された成果は，協働する主体が取得することが承認される。もはやそ

の成果は個々の殺のものでもなく， rわれわれjが生み出したものであることが自覚される。ここで
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は協働する主体としての相互承認に基づいて取得が正当化される。

さらに，ここに歪り，協働することの鼠有の意義が8覚され，もはや出発点に位援した私設擁議

を越えて，協働で創造するという新たな価値が自覚的に追求されるようになる。協働は手段から目

的に転換している。協働する主体の相互承認が共同，自治的コミュニティを形成する問。

以上の過程における学習主体形成の論理は次のようなものである。

第一に，私的所有者としての相互承認が否定されることがある。協同の出発点においては私的所

有者としての正当な取得権利が主張されたが，そこでは私的所有者としての相互承認が正当性の根

拠である。しかし，協働によって集団的な労働に基づく新たな社会関係が構築されるに至って，相

互承認空隠は協働つまり労働によって構成されるものへと転化している。したがって，そこでは正

当性の根拠は協働の主体としての桔瓦ゑ認にある。

この転化における議婆なポイントは， 4)にある。ここでは私的所有としての正当化論と，協同

労働に起因する社会関係における正当化論が衝突する。共通の凶的の実現のために団結したにも関

わらず，構成員偲々の価値観が衝突することは多くの実践に共通して見られるが，排他伎と依存'陸，

自己決定と相互扶助，自由と連帯などの価値意識の諸対立の本質的な契機を突き詰めれば，このよ

うな論理の衝突とみてよい。

この衝突は，労働する主体の側からの稜極的な解決が可能で、ある。何故なら，協働は自覚的に労

働における関係を取り結んだ諸偶人によって成立するのであり，集団的に労働する「われわれJが，

当事者によって絞験的に確認されているからである。

第二に，この衝突は，私的所有者としての紘験的な自己を協働の主体との対比で対象化させる。

さらに，衝突が主主じたこと，およびそれまでの経験的な論理に基づいては問題解決ができないこと

が契機になって，この衝突の経験は，私的所有者としての経験的自己の娘界を意識化させる。

自己の限界の意識化は，間待に限界を突破した新たな自己の形成会課題として意識化させる。新

たな自己は儲イ底的に選択され規範牲を伴って措定されるが，そのような新たな自己を措定する主観

性は，この衝突の経験においては，事実として存在する協働の主体としての相互承認に根拠をもっ

ている。こうして協同の主体は，経験的自己とあるべき自己とに自己をニ主義化させる。その統一を

試みることが学溜に俄ならない14)。

第三に，そのような意味での学習は， 5)， 6)の過程，つまり協働による社会編成の主体として

の自己の統一過程を経ることによって，自覚的で務実的な自己形成となる。この過程では，私的所

有者としてではあれ，形式的抽象的に獲得した社会編成の主体としての意識と能力(資本の下で転

倒的に発揮されていた意識と能力)は，協働によって具体化される。社会編成主体としての現笑性

を獲得することによって，それまでの学習過程の意義が確証される。学習の意義は，ここにおいて

経験的に確認可能なものとなっている。
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以上の過程を経て， El巴の形成を自覚的に統制し，学習の価値を自覚した主体として，学習主体

が形成される。

4.社会教育労働と地域関連労働

以上を前提にして，初めて教育労働の内実が明らかになる。教育とは第一に，上のような意味で

の学習を指導し，学務主体の形成を援助することであるが，協同性の発展に却して見れば，協同の

組織化のための教養学習，調査学習への援助を前提としながら，その焦点は上に述べたような衝突

の場蕗における学資の援助にある。その機能は衝突を解決するリーダーシッブに組み込まれている

と言える。逆に，衝突とその解決過程に内在できなければ，その教育機能は啓蒙的なものにとどま

るであろう。その意味では教育労働の担い手が，協悶性の発展に郎した学習過程を理解し，実践の

内容と方法を構成することが必要で、あるが，多くの場合，それは教官専門織の自己批判を不可欠と

する。私的所有者としての住民が抱える共通の問題を発見するための援助や，問題の本質を科学的

に認識するための援助15)も必要で、あるが，それらは学習主体の形成という視点、からみれば，住民が自

らの形成の矛盾を瑛解する前提的条件を築いたに留まる 1へそのような援助によっては，自己形成の

矛盾そのものを対象イちすることは偶然的であるが，そうである渡り，学習の主体を形成するための

援助としては限界を持つ。むしろ，協同の実践の中で発揮される 1)…ダーシップの側に教育の本質

的契機が存在しているのであり，その契機を教育専門磯が我が物にすることが必要で、あろう。

第二に，学習主体形成の条件と過程を対象化し，その形成を媒介した援助機能を意識化すること

によって学習主体は教育主体へと発展する。そのためには自らの学習過程の総括が不可欠で、ある。

協同の実践におけるリーダーは，援助をどのように行うべきかとの開い，つまり援助の内容と方法

についての間いを実践の中で繰り返すが，そこではそれまでの経験に即して，運動参加者の学習主

体としての自己形成が不可欠でみあることを確認し，さらにそのような主体形成を支えた援助(サー

クルリーダーや公民館主事などによってなされた援助)の対象化と分析が行われる 17)0こうして，自

らが学習主体として自立するまでの教育的援助の濁右の価値が自覚されることによって，実践の

リーダーシップは学潜主体形成を目的とする教育的 1)ーダーシップとなり，その 1)-夕、ーは教育主

体としての実質を備えると寄ってよい。その意味では，教脊労働の担い手は，学習主体の教育主体

への転化をも見通した働きかけを行つことが必要でbあり，従来，社会教育実践の侵的として指摘さ

れてきた自己教育主体の形成についても18h以上のような過程と論理に却して理解されるべきであ

ろう o 宮原の農村サークル論は，実践に即してこの問題に取り組んだ先駆的な業績であり，そのよ

うな教育主体の地域における形成を踏まえて，学校教育と社会教育を統一する地域教育計画を展望

していたのであった。その試みは，以上のような論理を展開することで継受可能である。
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5.公民舘実践の意義と課題

社会教育実践が教育実践であろうとする限りは円以上の協向性の発展に却した組織論理を有す

る必要がある。社会教育の本質規定として引用される「社会教育は大衆運動の教育的側頭である」

(r枚方テーゼJ20)第五項)も，協同性の発展論に事基づいて解釈されるべきであろう。寺中構想の影
響下に出発した日本の公民館実践は，必ずしもそのような論理に裁づいて展開されてきたわけでFは

なしむしろ，かかる論理は公民館の外側で展開する住民運動・協同運動や地域教育運動に適合的

である。しかし，公民館が地域の成人教育機関としての濁有の役割jを模索するなかで，公民館実践

の組織化論も協骨性の発展と切り結ぶようになってきた。

飯田市竜丘公民館は開発地域に位澄し，地区では新住民も増加している 2九その一方で集落単位の

近隣地域社会のまとまりをもち，その中心施設として公民舘分館が存在する。竜丘公民館の笑践の

特徴は，度重なる開発行為への批判・反対運動を通じて，地域内の自然や文化に対する関心が高ま

り，それが公民館実践に反映している点にある。ギフチョウやお墳の保護活動と結びついた学習内

容は地域的教養学望書と呼びうるものであるが，その学習を通した住民の f出会い・ふれあい・学び

会いJが自覚的に追求されている。とりわけ重要なことは，そのような学習経験をとおして，公民

館リーダーの碕で，学ぶことが地域づくりの中で重要な意義を有することが自覚され，さらに学替

の計爵化実践を透して (r大人の学校J)，学穏を組織化する主体の形成が追求されている点、である。

ここでは地域内における協同の契機を学習によって探ること，およびそのような学習を組織する主

体を形成することによって，ともすれば私的な利答に分解しがちな地域社会の連帯性を維持するこ

とが試みられている。

ところが，現実に利害が錯綜する地域づくり計画の策定においては，そのような論現に基づく計

画づくりが頓挫してしまった。このことは，公民館の側からは地域を意識していても，教育とは区

別された経済や政治の利害が影響力をもっ地域社会の中では，地域の将来のありかたを考える上で

の社会教育の位置づけは低かったことを意味している。公民館の内と外をつなぐには，協働の過程

における衝突とその解決という実践論理を，地域の笑際の生産・生活過程lこ.a~して展開するような

公民館実践が求められている。

国分寺市の公民館は，講座準備会方式として学習者自身による学習内容・方法の編成に取り組ん

できた22)。この方式によって，住民が学習を創造する場としての公民館という理解が利用者の梼では

広まった。その取り組みの中で明らかになってきたのが，利用者どっしの価値観の対立とその折り

合いをどうつけるかという問題であった。国分寺市では中学校涯に I館の公民館が配澄されている

が，そのエリア内では利用者は，公民館はもとより日常生活においても顔を合わせることになり，

「逃げられない関係jが形成される(例えば， PTAや生協など)。とりわけ共通の関心・要求をもっ
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て集った者の閲での価値観の対立は，学級やサークルの崩壊の原因となりがちなものであった。し

かし，公民館ではその対立をE重視し，松互の磯解を図る取り組みを援関してきた。このような対立

を乗り越えるカがなければ，学習の主体といっても現実には学習を組織することができないからで

ある。

このような公民館での「原体験Jを経て，学習しつつ協働で都り上げることを学んだ住民は，例

えば施設づくりや生涯学習計画策定など，公民館の外部で展開する笑践において直面する対立を協

働の過程で解決することができるようになっている。 地域社会のただ中で23)，協同伎を発展させ，新

たな共同を生み出す学習を組織する教育主体を形成する場，あるいはその主体の協働するカ議を形

成する場としての公民館の意義が明らかになりつつある。

このような事例より，公民館笑践は協同性の発展論潔に対応した教育実践の論潔を生み出す可能

性をもっているし，その可能性を顕在fじさせることによって地域社会の中の教育機関として，一般

行政部局には代替不可能な固有の意義を主張することができる。しかし，それをより説得的なもの

にするためには，実践課題を住民の実際の生活過怠に即して，地域の中で協働するカ最の形成及び

教育主体としての形成に焦点化することが必要であろう。

6.協働の社会教曹の意義と公共性

協向性の発展に基づいて組織される社会教育笑践を協働の社会教育と呼ぶならば，それは次のよ

うな意義を有する。

第一に，協働の経験を経て形成される主体は，私的所有の主体としての自己の批判24)を絞て労働す

る主体としての相互ゑ認を霊長み出していた。冒頭に述べたように，資本は自らの内部に形成された

共同性(社会性)の直接的な承認を，労働者の人格的自由(私的所有主体)の公共的な補完によっ

て屈避することを試みている。しかし， ~設定された領域ではあれ，協働に基づく共同としての相互

承認関係がもう一つの社会的正当化原環であることが明示されるに変って，資本内部の事実的社会

関係の持つ意味が反省的に明らかになる。五十嵐の指橋した労働の主体と教育の主体の相互関連は，

このように考えることが可能で、ある。

第二に，協同労働の主体としての相互承認は，正当化原理としての民主主義の理解の転換をもた

らす。私的所有者としての相互承認では自由主義的弐主主義が正当化原理として機能するが，労働

する主体としての相互承認においては，相互依存性・相互扶効性としての連帯，労働における個性

の多様性の自明視と尊重(多元主義と平等主義)，対象との本質的一体性を回復する自由な意識的活

動(労働)を通した自己解放としての自由といった諸鏑値が生じてくる。この新たな価値に基づく

民主主義を形成する本質的姿悶として協働の社会教育が位置づくと震える 2九

宮原に却して述べるなら， r経済や政治の必要を主体化する」ことによって形成される経済主体・
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政治主体等の内実はこのようなものとして考えられるべきであろう。その要点を繰り返すなら，私

的所有の世界に閉じて形成されたそれらの主体を協働経験を過して自己批判することによって，新

たに形成されるのが社会創造の主体であり，その主体形成の客観的過程にしたがって，目的意識的

な手続きとしての社会教育の内容や方法も規定されている。

第三に，協働を経て共同にいたる過程は，コミュニティの再建過穏であり，自治の確立過程でも

ある。その過程が協働の社会教育を必須としているということは，換言すれば，労働の主体・教脊

の主体の形成が，共同としての地域づくりの必要条件で、あることを意味する2へそのようにして形成

される地域は，消費者市民と企業市民の契約によって構成されるものとは異なり，住民が多元性を

尊重しつつ，相互に学ぴ合い， g己を解放できる自由な空間として理解可能で、ある。人が育つ「教

育環境J(藤周)としての地域は，協働の技会教育を遇して展望できる。

以上の意義を有する協働の社会教脊も，その公共性を承認されて公教育として編成されなければ，

住民運動の側の批判的原理に留まることになる。しかし，協働の社会教育の公共性は以下のような

論理として現実性を獲得している。

第一に，協同性の発展は，私的所有者としての自立性の維持を出発点としていた。それ故に，資

本が自らのシステムの矛盾(社会的実体の私的封鎖)の解決のために，労働者の人格的自由の抽象

性を補完することを公共的に追求する以上，その一形態として協河の組織化は承認せざるをえない。

各穣の協同総合が商品交換関係を維持する上で必要な装置として，資本のシステムの形成とほぼ間

待に位置づけられたこともその歴史的証拠である。

但し，協同労働に基づく労働する主体の新たな棺五承認の論壊は，資本としては認めるわけには

いかない。したがって，社会的に承認された協同は，私的所有者の協同に絞定される。先に指摘し

た協同内部の二つの承認涼理の対抗関係は，社会的にみれば資本のシステムに佼蜜づけられた協同

の有する限界=矛震の反映でもある。その場産百で，住民は8己形成の矛盾，疎外についての環解と

批判を深める可能性をもっていた。すなわち，協悶を承認することは，このような「危検な領域j

を社会的に産み出さざるを得ないことを意味し，このことも資本の矛盾したシステムに却して必然

的である。

第二に，協向性の発展は公共性の位相を転換させる。ここで雷う公共性とは市民社会と閏家の統

一論理であり，国家権力の限界確定をめぐる問題である。その焦点は生産・労働の社会化に伴って

膨張する社会的圏域(あるいは中間領域)と国家の関係にある。例えば，市民的公共性論は，自由

な夜、人間の批判的な議論によってその関係が喜安定されるとみる。自由主義の立場にたつ公共性論も，

多元性を維持しつつ，中立的な議論によって権カ形成(国家介入)のありかたが確定されるとする

ものである o それに対し，福祉国家的公共性は資本が自らの正当化のために国家介入を求めること

によって成立し，自由な私人は非理性的大衆としての地位しか付与されない。物象が主体となった

システムを維持することに限界線が置かれた国家介入である問。
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協同性の発展は，当初はこれらの公共性論を基礎にしている。すなわち協悶は， !3由な私人の批

判的理性を結集したもの(例えば「共通の敵Jと対抗戦略の確定)であり，あるいは資本が自らの

社会的実体を私的に封鎖するために必要となる公共的環境としても位置づけられる。しかし，上に

見たように，協同性の発展は協働を経て，それらとは異質な社会編成原理28)を産出し，労働する主体

の松互承認に基づく社会編成の疋当性を主張するに至る。さらに共同が再建されると，労働(協働)

する主体による自治が確立し，その共同の自立'怪を補完するものとしての国家が主張されるであろ

う。ここに見られるのは，労働する主体による社会的圏域の自治的な管理を前提にした歯家介入論

である 29)。この公共性をここでは協向的公共f生と呼ぶことにする。

このような意味で協向性の発展は，公共性の位相を転換させるのであるが，その核心に位還する

論理は，私的所有者の自己批判と協働に基づく労働する主体の形成であった。ハーパーマスが問う

た批判的理性的な主体としての公共的主体が，この過程を通して形成されると言ってよい。

そうすると，協同性の発展の内在的な条件であった教育主体形成のための実践，つまり社会教育

実践は，そのような公共的主体を形成する実践として公共性を主張し得る。もちろん，それは自動

的に進行することはなく，協向の段階に問題解決論理を押し止めようとする社会的なカとの対抗の

中でしか環炎化しない。しかし，存度繰り返せば，このような発展の可能性と必然性を有する協河

性を資本自らがゑ認せざるを得ない時代にわれわれは生きている。協同的公共性そのものを資本と

国家に承認させること，その形成の内夜的な条件である社会教育の公共性を承認させることは，現

代の住民運動・労働運動・地域教育運動の共通した課題である。議露間は f枚方テーゼ」第四項「社

会教育は住民自治のカとなるものであるjに， r大衆運動の教育的側頭Jとしての社会教育を公的に

保障するためには自治体民主fじが不可欠で、あるとの論理を読みとった。協向性の発展論に基づけば，

自治体民主化とは協同的公共性に基づいて自治体を組織することに他ならず，協同性の発展に必須

であった協働の社会教育を地域社会教育として組織することに他ならない。

協働の社会教育は，以上の意味でその公共性を主張する。かかる論理が社会教育実践の恭底に据

えられることによって，新自由主義に基づく教育再編と教育の非教育的再定義の試みを批判し，現

代的な批判的民主主義の実現を展望することが可能になるように思われる。

j主

1 以下の論理については，拙稿「社会教育構造論の課題ム神悶姦延・遠藤知E草子・宮崎隆志『生涯学習を

組織するものふ北樹出版， 1997 if.で言及した。

2 例えば「浪費者利用者を起点とした多様な選択肢のある経済社会J(W経済財政運営と構造改事に関する

基本方針1)

3 会業市民論とそれに基づく企業献金の正当化論への批判jは，有井行夫『株式会社の正当性と所有理論1，

青木香!iS， 1991年および樋口揚一・辻村みよ子・Ll!内敏弘・篠原-r憲法制j例を通して見た戦後日本1，
新地番房， 1990年
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4 以下の論理については，拙稿「教育本質論における宮原誠一と勝間守ーの差異についてJ，r北海道大学
院教育学研究科紀要j第84号， 2001王手を参照されたい。

5 宮原のいう労働の主体として振る舞えば振る舞うほど，資本の権力が強化され，その統制!の下に包摂さ

れるという転倒U1ををさす。

6 五十嵐の援走塁の意義については，論稿「現代民主主義と社会教育J，r北海道大学大学院教育学研究科紀
要j第87号， 2002年において言及した。

7 以上の整理については，同上 f現代民主主義と社会教育jを参照されたい。

8 r事実的な社会関係jという次元の指識については，有井行夫『現代認識とへーゲノレヱごマルクスj，青木
喜善底， 1995年

昔 日本の公約社会教育では，職業教育はその領域から排徐されてきた。

10 以下では，地域激育運動としての共同保育所実践や毅子劇場，協同運動としての漁協による漁場管理実

践，ならびに公害反対運動などに代表される住民遼動を念頭に澄いている。この論遼構成の出発点となっ

た実託研究は，漁場利用秩序形成に関する実証研究である。これについては拙稿「漁協経営と漁民層分

解J，r漁業経済研究j29 (3)， 1984年および「漁場利用秩序の構造j，向上， 36 (1)， 1991年を参照さ
れたい。

11 この論穫については，拙稿「協働蓄積論の射程jr社会教育研究』第20号， 2002年。
12 社会化は共同体が喪失した機能を社会的に再建することであるが，資本による再建が営利の範聖書に限定

されることは自明である。

13 以上のような所有と労働の関連構造の転換は，資本側蓄積の聖書点である「領有法則の転回Jを逆に転問

させるものである。

14 この点と対比すれば，フレイレの意義と限界も明らかになる。フレイレの実践論は，自己の限界を反省

的に意識化し，その限界を超える課題を見出すこと (1現実を課題として認識するj)への援助が教育実

践の本質であるとする点にある。しかし，意識化論(省察)を労働(行動)と切断すべきではないとい

う方法的提起にもかかわらず，対象のうちに自己を意識化する論理は，現象学と同じく意識の能動性の

内部における自己批判に閉じている。ここに，ポストモダン的な松互主体性論やコミュニケーション論

にプレイレの論理が佼霞づけられる理出がある。意識イじが絶望や暴力lこ支らない (4霊祭と行動が連続す

る)保俸は，労働する主体としての自己に立脚して限界2 課題が意識される場合であり，それはここに

述べたような矛震の自己了解とその矛盾の一極である労働する主体としての自己に基づく矛盾解決が展

望される場合である。意識論と労働論の統ーという方法が盟主持されるべきであった。

15 1私の大学j(三多摩テーセつとしての公民館は，このような機能を担うことか期待されていた。高等教

予ぎと社会教育との連携もこの点に関わる。

16 この点は援助実践と教育実践の区別と関連の問題に関わっている。援助実践は，援助を聖書する被援助者

の何らかの自立を意図した実践である。自立を当事者自身が自らの問題を傭人的・集団的に解決するカ

量を形成することと考えれば，その限りでは，ここに述べたような(教義)学習を紘織しながら被援助

者の新たな意識と能カの形成をめざすことが課題とされる。しかし，学習主体を形成するための箇有の

援助，さらに被援効者が自らを学潔主体として自己形成する主体(教育主体)となるための援助は，援

助笑践においては必重きとなるものの，方法・内容の爾面において倣値つ事けられるとは限らない。むしろ，

その課題は教育笑践として扱われるべきものである。したがって援助笑践は教育笑銭に連続し，教育実

銭はここに述べたような意味での援助笑践を前提としつつ，両者は教育主体形成という価値を本質的契

機とするか否かによってよって区別される。仮し，援助笑践の展開の中で，必要として浮かび上がる教

育実践に，現在の公民館実践は必ずしも応え切れていない。教育笑践(教育労働)のリアリティは援助
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実践を通して明らかにあることを確認しておきたい。

17 例えば，呉塚市の子育てネットワークは公民館主事の働きかけによって綴織されたものであるが，その

中で、育ったリーダ…はネットワーク内の次世代への関わり方，親子関係のありかたを，公民館主事と自

らとの関係を対象化することによって，対比的に理解し，実践課題を設定している。

18 社会教育実践の目的としての自己教育主体の形成は，藤岡や島問も強調していた(例えば島毘は，社会

教育実践は「何に向けての学ぴかjを問う必要を強調し，自己教育主体を自的とすることを主張した)。

鈴木敏正の提起も同様である。ここで小論と鈴木との差異について述べておくと，鈴木の『自己教育の

論理』では学習と教育の区別が駿味であり(学習過程と自己教育過程の同一視)， とりわけ教育実践を成

立させる教育的価値が実践内部において形成・自立化する条件についての検討がなされていない。そこ

から自己教脊を自己決定学習とi司一視する理解が生じてくる。筆者は，自己決定学習において教育的儲

値が自覚されることが，自己教育主体の成立条件であると理解している。

19 社会教育実践が援助笑践一般に解消されるなら，教育機関としての公民館を維持することはできない。

20 r枚方テーゼjは『枚方の社会教育No.2.1(1963年)，第一家「社会教育とは侭かjの中で言及された6
項を指す。社会教育法改正下にあって，社会教育法の国民的再解釈に先鞭をつけた論理として評備され

ている。

21 拙稿「地域的教養学習と教育主体の形成j，姉崎洋一・鈴木敏正編著『地域をつくる学びへの道j，北協

出版， 2002 if. 

22 拙稿「公民館実践の展開と教育8治の主体形成j，姉崎洋一・鈴木敏工E編著『都市公民館の再生.1，北樹

出版， 2002年

23 ただし，その接点は教育領域に限定されている。非教育的領域における教育実践の組織化は，ここでも

課題として残されている。

24 ここでの「批粉Jは， ~良界を明らかにすることを意味している。

25 民主主義現解のありかたと教育の本質理解のありかたは粉笈規定的である。

26 様々な援助労働も，このような協向性の発展にままづくコミュニティの再構成過程に却する(寄り添う)

ことによって，国家によって細分化・機能別に綴織化され，場合によっては権力'段を持ったものから，

地域社会(市民社会)の自立を支えるものとなる。地域の貧困化と対応して国家によって吸収され奴定

的に再建された専門労働が再び地域に壊め災されると寄ってよい。

27 福祉国家的公共性の成立には，これらとは別に市民的生存権的公共性(室井カ)に基づく批判があった

ことは言うまでもない。それは，住民の利警を私事として非公共領域に押し止めようとする論理に対し，

人権としての普通牲を根拠に公共領域を拡張しようとするものと言える。

28 厳密に苦言えば，それらの線源にイ支援する社会編成原獲である。

29 やや唐突であるが，漁協による集毘的な漁場管理に対する公共性の承認，国家からの権限委譲は，この

ような自治論・公共性論が成立する可能性を示唆している。共同保育所が f地域の子育てセンタ-jへ

と展関する毒事例なども含めて，共同の社会的な資産の形成と管潔運営をサポートする自治体・恩家とい

う自治論・公共性論がここでの合意である。

円、u'i
 


